
事務手続きの流れ

○

　 　（事業開始）

　　○設置意見書

保健福祉事務所経由２部提出

保健福祉事務所経由２部提出 保健福祉事務所経由２部提出

　開発行為・

　建築確認担当機関

参考：（有料老人ホーム協会への加盟）

　　　　　　　有料老人ホーム設置に関する事務手続きの流れについて

　建設工事着工

　　　　　竣工

事業主体

（社）全国有料老人

　　　ホーム協会

市町村長

県　知　事

事業計画の検討・準備

・施設設置理念、運営方針

・地域ニーズの確認、入居者の見込み

・施設基本設計

・建設地の選定

土砂災害警戒区域の該当の有無について

確認（建設予定地の所管の建設事務所）

・資金計画、長期の収支計画

事 前 協 議

開発許可

設 置 相 談

設 置 届

(建築確認後速やかに)

設置事前協議書の作成

(市町村長意見書添付）

設置相談・事前申出

入居者基金加

入申請・承認

入会相談 入会申請・承認

建築確認

事 前 協 議

確認・指導

事業開始届

設 置 相 談

設 置 相 談

計 画 説 明

建築確認

済証の写

確 認 ・ 指 導 確 認 ・ 指 導

事業計画の立案

受理通知

事前協議

受理通知

開発許可申請

建築確認申請

建築検査

済証の写

入居者募集開始

地域福祉政策、介護保険事業

計画との整合の観点から

※ 特定施設入居者生活介護の指定申請(指針に

適合したものに限る）は、事業開始予定日の１ヶ

月前までに行うこと。

（担当：県介護支援課施設係）

都市計画法による開発許可

受理通知


